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平成19年 第4回 
稲敷市議会定例会

　第４回稲敷市議会定例会は、12月4日から14日までの11日間にわたり開か

れました。

　開会日に、市長から条例の制定・改正案9件、各会計の補正予算案10件、市

道の認定案1件の計20案件及び請願１件が提出されました。各議案については

常任委員会に付託され慎重な審査が行われました。

　最終日には、各常任委員長の報告の後、発議3件が追加提出され、いずれも

原案のとおり可決されました。

下水道使用料金を改定！審
議
さ
れ
た
議
案
と
そ
の
結
果

審
議
さ
れ
た
議
案
と
そ
の
結
果

議案番号 件　　　名 内　　　容 付託委員会 審議結果

議案第100号
稲敷市公の施設の指定管理者の
指定の手続き等に関する条例の
制定について

指定管理者制度を導入し「法人その他
の団体」に施設の管理に関する権限を
委任するため制定するもの

総　　務 原案可決

議案第101号
稲敷市障がい者センターハート
ピアいなしきの設置及び管理に
関する条例の制定について

平成20年4月に「ハートピアいなし
き」を開所するにあたり制定するもの 教育福祉 原案可決

議案第102号
稲敷市水道事業の設置等に関す
る条例の制定について

平成20年4月1日から、市内の上水道
事業及び一簡易水道事業を統合するこ
とに伴い必要事項を定めるもの

産業建設 原案可決

議案第103号
稲敷市給水条例の制定について 平成20年4月1日から、事業統合に伴

い必要事項を定めるもの
産業建設 原案可決

議案第104号
稲敷市特別職の職員で非常勤の
ものの報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部改正について

市の投票管理者・投票立会人の報酬額
の改正と地域自立支援協議会委員の報
酬を新たに定めるもの

総　　務 原案可決

議案第105号
稲敷市職員の給与に関する条例
の一部改正について

職員の給与月額表の一部引き上げ、扶
養手当額及び勤勉手当支給率の改正

総　　務 原案可決

議案第106号
稲敷市国民健康保険税条例の一
部改正について

平成20年4月より国民健康保険税の特
別徴収をするための改正

市民生活 原案可決

議案第107号
稲敷市農業集落排水処理施設の
設置及び管理に関する条例の一
部改正について

料金体系の統一による使用料の改正
産業建設 原案可決
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議案番号 件　　　名 内　　　容 付託委員会 審議結果

議案第108号
稲敷市下水道条例の一部改正に
ついて

料金体系の統一による使用料の改正
産業建設 原案可決

議案第109号
平成19年度稲敷市一般会計補正
予算（第３号）

予算の総額を182億3069万8千円とす
る

各常任委員会 原案可決

議案第110号
平成19年度稲敷市国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）

予算の総額を54億9653万1千円とする
市民生活 原案可決

議案第111号
平成19年度稲敷市老人保健特別
会計補正予算（第３号）

予算の総額を45億8517万4千円とする
市民生活 原案可決

議案第112号
平成19年度稲敷市農業集落排
水事業特別会計補正予算（第２
号）

予算の総額を4億3406万1千円とする
産業建設 原案可決

議案第113号
平成19年度稲敷市公共下水道事
業特別会計補正予算（第２号）

予算の総額を21億3242万6千円とする
産業建設 原案可決

議案第114号
平成19年度稲敷市介護保険特別
会計補正予算（第２号）

予算の総額を23億252万9千円とする
教育福祉 原案可決

議案第115号
平成19年度稲敷市簡易水道事業
特別会計補正予算（第１号）

予算の総額を3732万6千円とする
産業建設 原案可決

議案第116号
平成19年度稲敷市江戸崎地区水
道事業会計補正予算（第１号）

収益的収入及び支出の補正
支出合計：3億6120万3千円

産業建設 原案可決

議案第117号
平成19年度稲敷市新利根地区水
道事業会計補正予算（第１号）

収益的収入及び支出の補正
収入合計：2億1139万4千円
支出合計：2億1139万4千円

産業建設 原案可決

議案第118号
平成19年度稲敷市東地区水道事
業会計補正予算（第１号）

収益的収入及び支出の補正
収入合計：3億8249万7千円
支出合計：3億8249万7千円

産業建設 原案可決

議案第119号
市道路線の認定について 堤防沿いの道路舗装計画に伴い認定す

るもの等、５路線
産業建設 原案可決

発議第 ７ 号
道路整備の推進と財源の確保に
関する意見書について

提出者：埜口正雄
― 原案可決

発議第 ８ 号
公共工事における賃金等確保法
（公契約法）の制定を求める意
見書について

提出者：柳町政広
― 原案可決

発議第 ９ 号
稲敷市議会だより編集特別委員
会の設置に関する決議

提出者：堀口正良
― 原案可決

受付日 件　　　名
提　出　者
住所・氏名

付託委員会 結　果

H19.5.14

請願第3号

公共工事における賃金等確

保法（公契約法）の制定を

求める請願

稲敷市江戸崎甲2148-2

　稲敷地区建築組合連合会

　会長　　有坂　　進

総 務

常任委員会
採　　択

H19.9.3

請願第6号

稲敷市政治倫理条例の制定

に関する請願

稲敷市伊佐津3275-2

　池田　信正

総 務

常任委員会
不 採 択

請 願 の 審 議 結 果
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　稲敷市は、茨城県の南部、東京から 60km圏に位置し、人口約５万人の農業を主たる産業とする市
であり、『みんなが住みたい素敵なまち』を将来都市像として、地域間の交流・連携による活力ある
まちづくりや安心して安全に暮らせるまちづくりを推進しているところである。
　しかし、当市は、鉄道もなく日常生活は自動車交通に依存せざるを得ないのが現状であり、市内の
道路は、改良率が 53.2％と低いうえ、災害時の緊急車輌が通行できない箇所、歩道のない箇所、幅
員狭小箇所などの危険な箇所が多数残ったままとなっている。また、市内を縦横断する幹線道路につ
いては、特に朝晩に著しい交通渋滞が発生しており、市民の安全で快適な生活に大きな支障をきたし
ている。これらを解消するための早期整備が強く望まれているところである。さらに市道の維持管理
においては、今後、老朽化した橋梁が急増し、維持修繕費の増大が見込まれる。
　このような中、稲敷市では毎年、道路特定財源に加えて多くの一般財源を投入し、道路整備を行っ
ている。そこで、国においては、以下の施策を講じられるよう、強く要望する。

記
１．道路特定財源については、暫定税率の適用期間を延長し、道路整備のための安定的かつ確実な財
源として確保するとともに、地方が真に必要な道路整備を行うため、地方公共団体への配分割合
を高めること等により、地方公共団体における道路整備財源の充実に努めること。　

２．交通の安全性と利便性の向上を図るために国道１２５号バイパスを早期に整備すること。

３．通学の児童生徒や一般歩行者の安全の確保を図るために国道４０８号の歩道を早期に整備すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成１９年１２月１４日
茨城県稲敷市議会議長　宮　本　隆　典　

（提出先）
衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　国土交通大臣　財務大臣　経済財政政策担当大臣

道路整備の推進と財源の確保に関する意見書

　今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、ダンピング受注競争も激しく、公正な元下取引
の最低ルール（書面契約）さえ無視され、指値発注が蔓延し、建設現場で働く職人や労働者の労働条
件・賃金が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化している。
　生活していくための賃金・労働条件が「市場任せ」に放置されるのではなく、とりわけ公共工事の
現場において、現場で汗して働く建設労働者の最低限の生活をささえる賃金，労働条件が確保される
ことがどうしても必要と考える。また、これによって建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生
産が適正に行われる条件となることが期待されている。
　１９４９年ＩＬＯ（国際労働機関）で「公契約における労働条項に関する条約」が決議されており、
この趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要である。
　すでに、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が全会一致で成立し、参議院で
「地域雇用と経済をささえる優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するととも
に、建設労働者の賃金，労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」の付帯決議も採択されて
いる。
　よって政府においては、生活するための建設労働者の賃金を、資材や商品と同じ市場にならべるの
ではなく、賃金を底支えする制度となる「公共工事における賃金等確保法」（公契約法）の制定を検
討するよう強く要望する。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成１９年１２月１４日
茨城県稲敷市議会議長　　宮　本　隆　典　

（提出先）
内閣総理大臣　総務大臣　厚生労働大臣　国土交通大臣　衆議院議長　参議院議長

公共工事における賃金等確保法（公契約法）の制定を求める意見書
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市政を問う 一 般 質 問

第
４
回
定
例
会
に
は
、
７
名
の
議
員
が
市
政
全
般
に
わ
た
り
一
般

質
問
を
行
い
ま
し
た
。

質
問
と
答
弁
に
つ
い
て
、
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

市
政
を
問
う

一
般
質
問

「
私
の
改
善
提
案
」
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

問
質

　

私
は
以
前
、
操
業
間
も
な
い
住

友
金
属
鹿
島
製
作
所
で
働
い
た
事

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
事
務
職
か
ら

現
業
職
に
至
る
ま
で
、
一
人
毎
月

一
件
の
「
改
善
提
案
書
」
の
提
出

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
社
長
は
よ
く
「
企
業
は
人

な
り
」
と
話
し
て
お
り
、
思
え
ば

企
業
も
地
方
公
共
団
体（
市
役
所
）

も
、
そ
の
組
織
を
動
か
す
の
は
人

で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
人
材
育
成

が
大
切
で
あ
る
か
、
今
更
な
が
ら

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
様
な
体
験

か
ら
、
稲
敷
市
に
お
い
て
も
市
政

活
性
化
の
一
助
と
し
て
、「
私
の

改
善
提
案
」
制
度
を
設
け
、
そ
れ

を
義
務
付
け
て
は
ど
う
か
提
案
す

る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
を
設
け

る
事
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員

が
、
常
に
普
段
の
仕
事
に
対
す

る
取
り
組
み
に
疑
問
を
感
じ
た

り
、
問
題
点
に
気
を
使
う
様
に
な

り
、
そ
れ
が
自
ら
職
場
の
改
善
点

に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
そ
こ
で
首
長
を
始
め
、
執
行

部
の
皆
さ
ん
に
は
、
第
一
線
で
働

く
職
員
の
一
人
一
人
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
、
改
善
提
案
や
意
見
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
と
真
摯
に
向
き
合
い
、

耳
を
傾
け
る
、
そ
う
い
う
度
量
が

求
め
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
「
私
の

改
善
提
案
」
制
度
が
、
職
員
の
み

な
ら
ず
、
や
が
て
は
全
市
民
参
加

型
の
制
度
に
発
展
す
る
様
に
な
れ

ば
、
市
政
の
活
性
化
、
更
に
は
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
も
つ
な
が

る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

根　本　　　保　議員

みんなの知恵を!

弁
答早

い
時
期
に

導
入
し
た
い

■
市
長

　

市
で
は
、
職
員
提
案
制
度
の
創

設
に
向
け
、
初
期
段
階
と
し
て
、

８
月
か
ら
全
職
員
に
パ
ソ
コ
ン
を

通
し
て
、
職
員
が
匿
名
で
自
由
に

意
見
が
発
言
で
き
る
場
と
し
て
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
開
放
さ
れ
た
会

議
室
の
様
な
も
の
で
、
職
員
が
自

由
に
入
室
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
、
会
議
の
形
態
を
パ
ソ
コ

ン
で
書
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
す
。
具
体
的
に
は
自
由
に
議

題
を
提
案
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
意

見
を
寄
せ
る
方
法
で
、
活
発
な
意

見
の
交
換
が
で
き
、
職
員
自
ら
の

発
想
で
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
す
る

事
に
よ
り
、
幅
広
い
意
見
の
集
約

が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
す
。
ま
た

匿
名
で
の
投
稿
も
可
能
と
し
た
の

は
、
個
人
や
役
職
等
を
明
ら
か
に

し
た
状
況
で
は
、
自
由
な
意
見
交

換
に
影
響
を
与
え
た
り
、
ま
た
個

人
の
保
護
等
を
理
由
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
を
活
用

し
て
、
自
分
の
意
見
や
提
案
を
積

極
的
に
発
言
で
き
る
機
会
を
確
保

す
る
と
共
に
、
職
員
の
意
識
改
革

を
図
り
、
早
い
時
期
に
職
員
提
案

制
度
に
移
行
さ
せ
て
、
職
員
一
人

一
人
の
ア
イ
デ
ア
、
そ
し
て
創
意

工
夫
を
政
策
等
に
取
り
入
れ
て
、

市
政
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し

て
行
き
た
い
。
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黒　田　　　正　議員

企業の優遇措置はプラス

市
内
の
企
業
又
は
事
業
所
に
対
す
る

支
援
に
つ
い
て

問
質

弁
答

　

現
在
、
市
内
の
企
業
、
事
業
所

に
対
す
る
優
遇
措
置
と
し
て
、
条

例
化
さ
れ
て
い
る
稲
敷
市
産
業
活

動
の
活
性
化
及
び
雇
用
機
会
の
創

出
の
た
め
の
固
定
資
産
税
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
と
、
農
村
地

域
工
業
等
導
入
促
進
法
が
あ
り
ま

す
が
、
期
限
つ
き
の
制
度
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

課
税
の
優
遇
措
置
と
は
市
に

と
っ
て
は
、
一
時
的
に
マ
イ
ナ
ス

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
長
い
目
で

見
れ
ば
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
は
間

違
い
な
く
、
企
業
支
援
と
し
て
延

長
で
き
る
も
の
は
延
長
し
、
産
業

活
性
化
に
資
す
る
べ
き
だ
と
考
え

ま
す
。
ま
た
、
市
独
自
の
条
例
で

あ
る
課
税
免
除
条
例
に
つ
い
て
も
、

さ
ら
な
る
延
長
に
つ
い
て
お
伺
い

し
ま
す
。

■
市
長

　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法

の
今
後
の
対
応
と
、
企
業
へ
の
優

遇
措
置
等
は
、
平
成
20
年
３
月
31

日
ま
で
の
期
限
と
な
っ
て
お
り
、

県
の
産
業
活
動
の
活
性
化
及
び
雇

用
機
会
の
た
め

の
県
税
の
特
別

措
置
に
関
す
る

条
例
と
、
稲
敷

市
産
業
活
動
の

活
性
化
及
び
雇

用
機
会
の
創
出

の
た
め
の
固
定

資
産
税
の
特
別

措
置
に
関
す
る

条
例
も
、
平
成

21
年
３
月
31
日

で
効
力
を
失
う

こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
産

業
立
県
を
目
指
し
、
積
極
的
に
企

業
誘
致
を
推
進
し
て
い
る
茨
城
県

に
と
り
ま
し
て
も
不
可
欠
な
条
件

で
あ
り
、
期
限
延
長
の
措
置
は
当

然
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
期
限
延

長
の
措
置
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

農
工
法
も
含
め
、
国
及
び
県
等
の

関
係
機
関
に
強
く
要
望
を
し
て
い

き
た
い
。

　

企
業
誘
致
と
合
わ
せ
、
経
営
の

安
定
化
や
技
術
の
向
上
、
規
模
拡

大
の
た
め
の
基
盤
強
化
な
ど
、
目

的
と
し
た
支
援
策
の
拡
充
を
進
め
、

各
関
係
機
関
と
連
携
を
し
て
活
性

化
を
図
り
、
企
業
の
皆
さ
ん
に
魅

力
あ
る
制
度
の
構
築
を
目
指
し
て

い
き
た
い
。

魅
力
あ
る
制
度
の

構
築
を

　

給
食
費
の
未
納
に
つ
い
て
は
、

見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題

で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
各
地
域
の

状
況
に
つ
い
て
、
ま
た
未
納
金
の

対
応
、
さ
ら
に
は
給
食
費
自
体
の

納
入
方
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
は

給
食
袋
の
手
渡
し
等
の
検
討
に
つ

い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

給
食
費
の
未
納
に

つ
い
て

問
質

弁
答

十
分
検
討
し
ま
す

■
教
育
長

　

今
年
度
10
月
末
現
在
で
未
納
額

が
約
６
９
４
万
円
で
、
江
戸
崎
地

区
が
82
％
、
新
利
根
16
％
、
東
地

区
が
２
％
、
桜
川
地
区
は
０
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
未
納
者
に
対
し

て
は
、
電
話
、
催
告
書
、
家
庭
訪

問
を
行
っ
て
お
り
、
学
校
、
教
育

委
員
会
が
よ
り
一
層
の
連
携
協
力

し
、
積
極
的
に
未
納
解
消
に
努
め

て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
納
入
方
法
は
、
口
座
振
替

の
維
持
を
基
本
に
十
分
検
討
し
ま

す
。

筑波東部工業団地
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柴
崎
橋
は
幅
員
が
５
ｍ
と
狭
く
、

さ
ら
に
橋
の
取
付
け
部
分
が
大

き
く
カ
ー
ブ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

土
地
改
良
区
の
柴
崎
堰せ

き

が
平
行
に

設
置
さ
れ
、
堰せ

き

の
管
理
棟
が
橋
の

付
け
根
付
近
に
位
置
し
て
い
る
た

め
見
通
し
が
悪
く
、
車
両
等
の
通

行
に
よ
り
、
子
ど
も
や
高
齢
者
に

と
っ
て
は
危
険
な
状
態
で
す
。

　

こ
の
橋
は
通
学
路
で
も
あ
り
、

保
護
者
の
方
が
立
し
ょ
う
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ

大
き
な
事
故
は
お
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
近
年
は
通
行
量
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　

早
期
の
対
応
と
し
て
、
側
道
橋

の
設
置
等
に
つ
い
て
、
市
の
考
え

を
伺
い
ま
す
。

■
市
長

　

効
率
的
で
効
果
的
な
幹
線
道
路

の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
、
道

路
整
備
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
作
成

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
こ

の
路
線
に
つ
い
て
は
整
備
推
進
路

線
と
し
て
お
り
、
補
助
事
業
の
採

択
に
向
け
早
期
に
調
査
や
、
測
量

業
務
が
実
施
で
き
る
よ
う
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

■
再
質
問

　

橋
の
設
置
後
に
、
道
路
の
改
良

工
事
等
が
行
わ
れ
幅
員
が
広
が
り
、

さ
ら
に
危
険
度
が
増
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
橋
の
両
側
の
道
路
に
は
歩

道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
側
道
橋
と
の

一
体
的
事
業
を
行
っ
て
は
ど
う
か

伺
い
ま
す
。

■
答
弁　

産
業
建
設
部
長

　

橋
が
建
設
さ
れ
た
当
時
と
現
在

で
は
、
車
の
通
行
量
に
大
き
な
差

が
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
、
橋

の
架
け
替
え
で
は
な
く
側
道
橋
の

建
設
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
測
量
、

調
査
等
の
検
討
協
議
を
し
、
歩
行

者
の
安
全
を
図
れ
る
よ
う
対
策
を

考
え
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
側
道

橋
を
設
置
す
る
場
合
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
道
路
の
線
形
や
歩
道
を

視
野
に
入
れ
、
安
全
を
確
保
し
た

形
で
施
工
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

遠　藤　一　行　議員

線引きの見直しは…

都
市
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て

問
質

　

平
成
当
初
、
市
内
で
は
様
々
な

乱
開
発
が
進
め
ら
れ
、
イ
ン
フ
ラ

整
備
が
追
い
つ
か
ず
生
活
に
支
障

が
現
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
江
戸

崎
、
新
利
根
地
区
で
は
線
引
き
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
開

発
へ
の
法
的
な
縛し

ば

り
が
多
く
、
住

宅
建
築
や
店
舗
出
店
等
の
要
望
が

あ
る
も
の
の
、
許
可
が
難
し
い
状

況
で
す
。

　

今
後
、
圏
央
道
は
平
成
20
年
度

の
仮
称
江
戸
崎
Ｉ
Ｃ
の
完
成
や
、

平
成
24
年
度
の
東
関
東
自
動
車
道

と
の
接
続
が
予
定
さ
れ
、
当
市
は

つ
く
ば
市
と
成
田
市
の
中
継
地
点

と
し
て
多
大
な
開
発
効
果
が
予
想

さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
平
成
6
年
に
施
行
さ

れ
た
両
地
区
の
線
引
き
後
の
現
状

に
つ
い
て
、
ま
た
予
定
し
て
い
る

市
内
2
箇
所
の
Ｉ
Ｃ
開
通
や
成
田

市
と
の
隣
接
に
係
わ
る
物
流
と
人

口
集
客
に
つ
い
て
、
伺
い
ま
す
。

■
市
長

　

現
在
当
市
は
、
線
引
き
制
度
を

導
入
し
た
江
戸
崎
、
新
利
根
の
稲

敷
東
部
台
都
市
計
画
区
域
と
、
線

引
き
を
し
て
い
な
い
桜
川
、
東
の
稲

敷
東
南
部
都
市
計
画
区
域
と
の
制

度
の
異
な
っ
た
２
つ
の
区
域
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
、
都
市

計
画
基
礎
調
査
を
実
施
し
、
本
年

度
は
都
市
計
画
基
本
方
針
の
検
討

と
し
て
、
基
礎
調
査
を
踏
ま
え
た

線
引
き
の
必
要
性
を
検
討
す
る
た

め
の
条
件
整
理
等
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
来
年
度
か
ら
2
ヶ
年

を
か
け
て
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
作
成
と
、
都
市
計
画
全
体

の
見
直
し
を
行
う
予
定
で
す
。

　

今
後
は
、
開
通
効
果
を
最
大
限

に
活
用
し
て
、
企
業
誘
致
の
組
織

体
制
を
強
化
し
、
優
良
企
業
の
誘

致
を
進
め
ま
す
。
特
に
県
南
開
発

公
社
の
江
戸
崎
工
業
団
地
に
つ
い

て
は
、
県
と
の
綿
密
な
連
携
を
図

※ＩＣ ･･･ インターチェンジ

柴
崎
橋
に
つ
い
て

問
質

弁
答

歩
行
者
の
安
全
を
考
え

早
期
に
検
討

弁
答

都
市
計
画
全
体
の
見

直
し
と
地
域
振
興
計

画
を
実
施
予
定

り
、
立
地
促
進
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
地
域
産
業
の
活
性
化

と
と
も
に
、
市
独
自
の
歴
史
的
資

源
や
自
然
的
資
源
を
活
用
し
た
観

光
ル
ー
ト
を
形
成
し
、
市
外
か
ら

の
集
客
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
周
辺
市
町
村
や
県
と

の
連
携
を
強
化
し
て
、
稲
敷
市
観

光
振
興
計
画
の
策
定
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
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市長の目線は…?

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

問
質

弁
答

　

髙
城
市
政
発
足
２
年
、
市
制
移

行
後
、
市
民
か
ら
不
満
の
声
が
出

て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
二
例
を
挙

げ
る
と
、

①
地
域
に
よ
っ
て
上
水
道
が
引
け

な
い
。

②
下
水
道
が
引
け
な
い
。

　

納
税
し
て
い
る
市
民
に
は
均
し

く
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利

が
あ
る
と
思
う
が
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
原
則
は
何
か
、
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
な
い
住
民
の
扱
い
を
ど
う

す
る
か
、
市
長
の
考
え
を
お
尋
ね

し
た
い
。

■
市
長

　

市
長
就
任
以
来
、
一
貫
し
て
弱

い
立
場
の
人
々
に
政
治
の
光
を
当

て
る
こ
と
が
、
政
治
の
原
点
と
考

え
て
い
ま
す
。
地
方
分
権
時
代
に

即
応
し
た
市
民
参
加
に
よ
る
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
市

市
長
の
基
本
姿
勢
は
、

弱
者
に
光
を
当
て
る

こ
と

政
運
営
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
努
め
た
い
と
考
え
て
お
り
、
策

定
し
た
稲
敷
市
総
合
計
画
に
掲
げ

た
目
標
等
を
確
実
に
達
成
し
て
い

く
こ
と
が
、
今
後
の
市
政
運
営
の

基
本
で
あ
り
、
最
大
の
サ
ー
ビ
ス

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
の
環
境
保
全
に

つ
い
て

問
質

弁
答

環
境
保
全
の

基
本
方
針
・
原
則

　

四
町
村
合
併
前
に
、
不
法
投
棄

が
行
わ
れ
、
未
解
決
の
ま
ま
現
在

に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
に
阿
波
地
区
の
メ
ナ

シ
（
免
ナ
シ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る

田た
ん

圃ぼ

の
一
画
に
、
得
体
の
知
れ
な

い
堆
積
物
が
あ
り
、
近
く
に
住
む

住
民
や
隣
接
す
る
田
の
耕
作
者
は
、

有
毒
物
が
有
り
は
し
な
い
か
と
不

安
を
感
じ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
様
な
も
の
を
ど
う
処
理
し

て
い
く
か
お
尋
ね
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
旧
桜
川
村
四
箇
か
ら
神

宮
寺
に
か
け
て
の
道
路
沿
い
に
松

の
立
枯
れ
が
多
く
、
倒
木
の
危
険

性
、
他
の
健
康
な
松
へ
の
伝
染
病

農
業
問
題
に
つ
い
て

問
質・

最
近
の
米
価
下
落
は
、
農
家
に

と
っ
て
経
済
的
打
撃
が
大
き
い
。

市
と
し
て
の
対
策
は
何
か
。

・
市
の
耕
作
放
棄
地
５
２
２
ha
に

つ
い
て
美
観
面
、
防
火
面
か
ら
の

対
策
と
有
効
な
利
用
策
は
何
か
。

・
農
業
就
業
者
の
高
齢
化
と
米
価

下
落
は
農
業
後
継
者
の
減
少
を
招

く
。
明
る
い
展
望
を
示
し
て
欲
し

い
。

■
市
長

　

耕
作
放
棄
地
に
つ
い
て
、
人
家

に
近
い
も
の
は
土
地
所
有
者
に
草

刈
等
、
適
切
な
管
理
を
す
る
よ
う

指
導
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

米
価
下
落
対
策
と
し
て
は
、
担

い
手
の
経
営
安
定
を
図
る
た
め
、

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
へ
の

加
入
（
現
在
２
２
７
名
）
と
、
小

規
模
農
家
へ
は
市
独
自
の
補
助
金

（
米
価
下
落
対
策
補
助
事
業
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

耕
作
放
棄
地
の
対
策
と
し
て
は
、

ふ
れ
あ
い
農
園
の
開
園
や
、
特
定

法
人
貸
付
事
業
、
放
牧
実
証
事
業

な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

弁
答

指
導
と
補
助
金
を
…

の
対
策
を
尋
ね
た
い
。

■
市
長

　

不
法
投
棄
さ
れ
た
も
の
の
処
理

に
つ
い
て
は
合
併
前
後
に
か
か
わ

ら
ず
、
原
則
土
地
所
有
者
等
の
管

理
者
が
行
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。

所
有
者
等
の
管
理
者
に
対
し
、
そ

の
責
任
に
お
い
て
不
法
投
棄
物
を

撤
去
し
、
投
棄
さ
れ
な
い
よ
う
に

侵
入
防
止
策
を
と
る
よ
う
指
導
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
で
処
理
す

る
の
は
、
原
則
と
し
て
道
路
な
ど

市
所
有
地
に
限
定
し
て
い
ま
す
。

　

松
の
立
ち
枯
れ
の
処
理
で
す
が
、

市
道
の
道
路
敷
地
に
樹
木
が
自
生

し
て
い
る
場
合
の
立
ち
枯
れ
や
、

倒
木
の
危
険
が
あ
る
場
合
は
、
市

で
対
応
し
て
い
ま
す
。
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大　湖　金四郎　議員

だれでもなれる防災士

防
災
士
育
成
に
つ
い
て

問
質

弁
答広

報
紙
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
案
内

　

災
害
発
生
時
に
、
消
防
な
ど
の

公
的
支
援
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、

地
域
や
職
場
で
人
命
救
助
や
避
難

誘
導
に
当
た
る
の
が
、
防
災
士
で

す
。

　

初
期
対
応
力
が
向
上
す
る
こ
と

に
よ
り
、
災
害
を
よ
り
小
さ
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
資
格
を
取

得
す
る
に
は
民
間
の
機
関
で
研
修

や
講
習
を
受
け
、
試
験
に
よ
っ
て

取
得
す
る
も
の
で
す
が
、 

各
地
の

自
治
体
も
育
成
に
本
腰
を
入
れ
始

め
、
茨
城
県
で
も
防
災
士
養
成
事

業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

市
と
し
て
の
取
り
組
み
、
計
画
等

に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

講
座
の
中
で
は
、
防
災
に
関
す
る

幅
広
い
知
識
と
、
そ
し
て
ま
た
技

術
を
身
に
つ
け
る
講
義
実
習
等
が

行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
講
座
を

終
了
さ
れ
た
方
に
は
、
防
災
士
試

験
の
受
験
資
格
が
与
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
の
防
災
対
策
の
取
り
組
み

と
し
て
は
、
災
害
の
防
止
と
災
害

発
生
時
の
被
害
軽
減
を
図
る
た
め

に
、
市
や
防
災
関
係
機
関
の
み
な

ら
ず
事
業
所
等
を
含
め
た
、
住
民

が
自
主
的
に
防
災
活
動
に
参
加
し
、

地
域
で
助
け
合
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
の
稲
敷
市
に
お
け

る
防
災
士
の
人
数
は
４
人
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
の
今
後
は
？

問
質

弁
答有

効
的
な
活
用
を
検
討

■
市
長

　

市
で
も
防
災
リ
ー
ダ
ー
育
成
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
県
が
実
施

し
て
い
る
茨
城
防
災
大
学
へ
の
入

校
の
案
内
を
、
広
報
及
び
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
活
用
し
て

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の

　

江
戸
崎
に
あ
る
四
つ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
取
扱
い
に
つ

い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

①
利
用
度
が
少
な
く
、
廃
止
の
方

向
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
が
、
市
と
し
て
の
考
え
は
。

②
市
民
に
ア
イ
デ
ア
を
募
り
、
有

効
利
用
を
考
え
て
は
ど
う
か
。

■
市
長

　

今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

君
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に

つ
き
ま
し
て
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
と
し
て
、
ま

た
高
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
つ
き
ま
し
て
は
、
児
童
館
と
し

て
活
用
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め

て
い
ま
す
。
沼
里
及
び
鳩
崎
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
ま

し
て
は
、
当
面
は
現
在
の
利
用
形

態
を
維
持
し
て
い
く
事
に
な
り
ま

す
が
、
市
民
の
方
々
の
ア
イ
デ
ア

等
を
募
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の

方
法
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た

一
方
で
、
各
施
設
と
も
建
築
後
13

年
か
ら
15
年
が
経
過
し
て
お
り
、

多
額
の
修
繕
費
等
を
要
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
こ
と
や
、
土
地
に

つ
い
て
は
君
賀
を
除
き
沼
里
、
高

田
、
鳩
崎
の
3
ヶ
所
は
借
地
に

な
っ
て
い
る
課
題
も
あ
り
ま
す
。

今
後
、
計
画
的
か
つ
有
効
的
な
活

用
方
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
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浅　野　信　行　議員

お米１俵２万円で、中国へ輸出は？

稲
敷
市
の
農
業
に
つ
い
て

問
質

弁
答市

独
自
で

予
算
を
計
上

　

農
家
の
皆
様
か
ら
「
今
の
機
械

が
駄
目
に
な
っ
た
ら
農
業
を
や
め

る
し
か
な
い
」、「
あ
と
五
年
も
つ

か
」な
ど
、米
作
り
に
不
安
を
持
っ

た
意
見
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
不
安
を
解
消
す
る
た
め
、

今
年
か
ら
「
品
目
横
断
的
経
営
安

定
対
策
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
敷
市
の
「
品
目
横
断
的
経
営

安
定
対
策
」
の
実
態
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。
集
落
営
農
組
織
の

加
入
が
少
な
い
と
聞
い
た
が
、
ど

の
く
ら
い
か
、
お
伺
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
稲
敷
の
農

業
、
特
に
稲
作
を
ど
の
様
に
し
て

い
く
の
か
。
地
域
水
田
農
業
推
進

協
議
会
が
定
め
る
「
地
域
水
田
農

業
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
ど
の
様
に
な
っ

て
い
る
の
か
。

　

そ
し
て
小
規
模
農
家
に
対
す
る

支
援
策
は
あ
る
の
か
、
お
伺
い
し

ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
販
売
戦
略
が
大

事
で
あ
り
、
一
俵
二
万
円
以
上
で

販
売
で
き
れ
ば
農
業
問
題
は
ほ
ぼ

解
決
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

中
国
に
一
俵
二
万
円
以
上
の
販

売
先
が
確
保
で
き
れ
ば
農
家
の
不

安
は
解
消
で
き
、
後
継
者
も
育
つ

　

昨
年
ま
で
あ
っ
た
金
婚
式
の
お

祝
い
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
ど
う

い
う
事
な
の
か
。

　

良
い
こ
と
は
残
し
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
が
、
市
と
し
て
の
考
え

を
お
伺
い
し
ま
す
。

弁
答

廃
止
と
な
り
ま
す

金
婚
式
に
つ
い
て

問
質

な
ど
、
こ
れ
か
ら
は
産
地
自
ら
活

路
を
切
り
開
い
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
関
係
機
関
と
良
く
検
討
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

市
と
し
て
の
考
え
を
お
伺
い
し
ま

す
。

■
答
弁　

産
業
建
設
部
長

　

「
品
目
横
断
的
安
定
対
策
」
の

実
態
は
、
19
年
度
当
初
加
入
で

２
２
７
名
で
す
。（
米
・
麦
・
大
豆

を
含
む
）
面
積
は
、
米
１
０
５
１

ヘ
ク
タ
ー
ル
（
２
２
１
名
）、
麦

５
５
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
55
名
）、
大

豆
１
５
６
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
24
名
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

集
落
営
農
組
織
の
加
入
は
、米
・

麦
・
大
豆
に
お
い
て
、
３
集
落
農

業
組
織
が
加
入
し
て
い
ま
す
。（
根

本
・
伊
佐
部
・
六
角
）

　

稲
敷
市
の
稲
作
農
業
の
推
進
は
、

既
存
の
３
推
進
協
議
会
の
組
織
を

中
心
と
し
て
、「
安
全
・
安
心
な

米
づ
く
り
」
を
推
進
、
Ｐ
Ｒ
活
動

を
通
じ
て
販
路
拡
大
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。

　

特
に
小
規
模
農
家
の
支
援
策
に

つ
い
て
は
、
今
年
か
ら
市
独
自
の

補
助
金
と
し
て
「
米
価
下
落
対
策

補
助
事
業
」
と
し
て
８
２
６
７
万

円
の
予
算
を
計
上
し
、
支
援
を
し

て
い
き
ま
す
。

■
答
弁　

保
健
福
祉
部
長

　

金
婚
式
に
つ
い
て
は
、「
合
併

事
務
調
整
」
に
お
い
て
、
新
市
に

お
い
て
協
議
す
る
事
項
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

市
に
な
っ
て
、
従
来
か
ら
の
事

業
の
見
直
し
と
共
に
歳
出
削
減
を

目
指
す
財
政
計
画
も
あ
り
、
そ
の

対
象
と
な
っ
て
い
た
事
業
で
す
。

　

市
と
な
っ
た
初
年
度
の
17
年
度

は
、
金
婚
式
の
開
催
と
記
念
品
贈

呈
。

　

２
年
目
の
18
年
度
は
、
式
典
を

行
わ
ず
記
念
品
の
み
を
贈
呈
。
３

年
目
の
今
年
、
19
年
度
は
記
念
品

の
贈
呈
も
廃
止
し
、
金
婚
式
事
業

は
廃
止
を
し
ま
し
た
。
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市政を問う 一 般 質 問

傍傍傍 聴聴聴 アアア ンンン ケケケ ーーー トトト
の結果の結果の結果

山　本　祐　子　議員

混ぜればゴミ、分ければ資源。

粗
大
ゴ
ミ
回
収
に
つ
い
て

問
質

弁
答関

係
機
関
と
の

検
討
も

　

捨
て
れ
ば
ゴ
ミ
、
再
利
用
す
れ

ば
資
源
に
な
る
粗
大
ゴ
ミ
も
、
リ

サ
イ
ク
ル
法
成
立
後
は
、
特
に
不

法
投
棄
が
目
立
ち
ま
す
。
所
得
格

差
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
マ
ナ
ー

違
反
も
手
伝
っ
て
稲
敷
市
の
み
な

ら
ず
、
全
国
的
な
大
き
な
問
題
で

す
。
粗
大
ゴ
ミ
の
回
収
方
法
は
各

自
治
体
で
異
な
り
、
ご
み
減
量
化

に
伴
い
有
料
の
自
治
体
も
あ
り
ま

す
が
、
当
稲
敷
市
は
無
料
で
す
。

合
併
以
前
は
地
域
ご
と
に
持
ち
込

み
場
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
合
併

後
は
旧
４
町
村
で
1
ヵ
所
ず
つ
と

な
り
、
高
齢
者
世
帯
で
車
の
な
い

方
は
、
持
ち
込
み
場
所
が
遠
く
な

り
困
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
世
帯
に
対
し
、
稲
敷
市

と
し
て
粗
大
ゴ
ミ
の
回
収
を
す
る

考
え
は
な
い
か
お
伺
い
し
ま
す
。

崎
地
方
衛
生
土
木
組
合
へ
の
持
ち

込
み
が
基
本
で
す
。
市
で
は
サ
ー

ビ
ス
の
一
環
で
、
年
４
回
無
料
で

収
集
を
行
っ
て
お
り
、
今
年
度

の
収
集
量
は
１
９
４
ト
ン
で
、
約

１
０
０
０
万
円
の
経
費
を
要
し
て

い
ま
す
。

　

高
齢
者
世
帯
に
対
し
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
等
に
依
頼
す

る
の
も
一
つ
の
方
法
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
行
政
区
単
位
で
収

集
運
搬
を
行
な
っ
て
い
る
所
も
あ

り
、
運
搬
手
段
の
な
い
世
帯
に
と
っ

■
市
長

　

粗
大
ご
み
は
収
集
し
な
い
ゴ

ミ
に
な
っ
て
お
り
、
各
自
で
江
戸

て
は
大
変
有
効
な
方
法
で
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
に
も
つ
な
が

る
と
期
待
し
た
い
で
す
。
近
隣
の

市
町
村
で
は
、
ご
み
処
理
を
有
料

化
の
自
治
体
も
あ
り
、
本
市
で
も

ご
み
処
理
経
費
等
は
増
加
の
一
途

で
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す

る
に
は
、
新
た
な
財
源
が
必
要
で

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
育

成
や
関
係
機
関
と
も
よ
く
検
討
し

て
い
き
た
い
。

○傍聴して感じたこと

＊意外と傍聴席数が少ない。
議会場が狭い。今回だけかと

思いますが傍聴者

の少なさが目立ち市政治への
関心がないのかと感じました

。

＊たら、れば、努力する、指
導する、等々の回答が多いの

ではないか。

＊議員席の木札？の氏名を傍
聴者にもわかるよう両面に記

載し

てはどうか。欠席者の木札は
倒しておくべきではないか。

＊傍聴席のイスが低すぎます
。もしくは机が高すぎます。

　メモを取りづらい、とくに年
配の方は大変そうでした。

＊各委員会の説明がされてお
りましたが資料がない為良く

わ

からなかった。

＊議案及び請願に対し説明が
良くわかる。

　審査の結果等、資料等有れ
ばもっと良い。

○傍聴した回数

初めて 11人
2～  3 回 3人
4～  6 回 2人
7～ 10 回 ―
11 回以上 ―

○傍聴者の年齢層

20歳代 1人
30 歳代 ―
40 歳代 1人
50 歳代 1人
60 歳代 11 人
70 歳代以上 2人

○傍聴された人数

12月  4 日 0人
12 月  6 日 13 人
12 月 ７日 0人
12 月 14 日 5人
計 18 人
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常常任任委委員員会会のの審査経過と結果

総
務
常
任
委
員
会

市
民
生
活
常
任
委
員
会

委
員
長　

柳
町　

政
広　

　

議
案
第
１
０
０
号
、
稲
敷
市
公
施

設
の
指
定
管
理
者
指
定
手
続
き
等
に

関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
。
委
員

か
ら
指
定
期
間
や
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
を
最
優
先
し
、
指
定
に
は
十
分

精
査
を
し
、
な
お
指
定
に
は
、
議
会

の
議
決
が
必
要
。

　

議
案
第
１
０
４
号
稲
敷
市
特
別
職

の
職
員
で
非
常
勤
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
。

本
案
は
、
国
政
選
挙
等
で
投
票
所
の

投
票
管
理
者
、
投
票
立
会
人
等
の
報

酬
額
改
正
と
地
域
自
立
支
援
協
議
会

委
員
の
報
酬
額
を
定
め
る
も
の
。

　

議
案
第
１
０
５
号
稲
敷
市
職
員
の

給
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
。

人
事
院
の
改
定
に
基
づ
き
、
扶
養
手

当
額
、
勤
勉
手
当
支
給
率
の
引
き
上

げ
。

　

議
案
第
１
０
９
号
稲
敷
市
一
般
会

計
補
正
予
算
、
第
３
号
の
う
ち
、
当

委
員
会
所
管
部
分
に
つ
い
て
。

　

主
な
も
の
は
、
参
議
院
議
員
選
挙

費
、
小
野
川
地
区
土
地
改
良
区
総
代

選
挙
費
の
執
行
経
費
が
固
ま
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
減
額
補
正
と
す
る
も
の
。

　

審
査
の
結
果
、
３
件
と
も
全
会
一

致
に
よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。
請
願
第
３
号
公
共
工
事
に
お

け
る
賃
金
等
確
保
法
の
制
定
に
つ
い

て
。
本
案
は
、
第
２
回
定
例
会
に
付

託
さ
れ
３
回
審
査
。
公
共
工
事
発
注

シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い

か
、
適
正
な
賃
金
確
保
は
な
さ
れ
る

べ
き
等
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
採
決
の
結
果
、
願
意
妥
当
を
認

め
、
全
会
一
致
で
採
択
決
定
し
ま
し

た
。

　

請
願
第
６
号
稲
敷
市
政
治
倫
理
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
。
委
員
か
ら
本

市
に
は
、
政
治
倫
理
を
踏
み
外
す
土

壌
は
な
く
、
時
期
尚
早
で
は
。
憲
法

で
平
等
、
職
業
の
自
由
が
守
ら
れ
て

お
り
、
個
人
の
分
野
ま
で
条
例
で
踏

み
込
ん
で
い
い
の
か
。
ま
た
改
選
前
、

議
員
発
議
に
よ
り
特
別
委
員
会
を
現

議
員
も
加
わ
り
立
ち
上
げ
た
が
、
策

定
に
至
ら
な
か
っ
た
等
、
活
発
な
議

論
が
あ
り
ま
し
た
。
採
決
の
結
果
、

願
意
不
適
当
と
認
め
、
不
採
択
と
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

委
員
長　

木
内　

義
延　

　

今
期
定
例
会
に
お
い
て
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
議
案
は
４
件
で
あ
り

ま
す
。
主
な
議
案
を
報
告
し
ま
す
。

　

ま
ず
議
案
第
１
０
６
号　

稲
敷
市

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
は
、
政
令
の
施
行
に
伴
い
、

本
市
の
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。
内
容
は
、
平
成
20
年
４
月

か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

を
実
施
す
る
も
の
で
す
。
対
象
者
は

65
歳
以
上
の
世
帯
主
で
、
年
金
給
付

を
受
け
て
い
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
す
。
ま
た
年
金
か
ら
徴
収

す
る
た
め
、
対
象
者
の
抽
出
と
仮
徴

収
額
を
平
成
20
年
１
月
に
社
会
保
険

庁
等
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
今
期
定
例
会
に
上
程
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
抽
出
作
業
中
な
の
で

何
名
位
該
当
す
る
か
不
明
で
す
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
１
０
９
号　

平
成
19
年
度
稲

敷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
の
内
、
生

活
環
境
課
所
管
で
は
消
防
施
設
整
備

事
業
で
、
消
防
機
庫
、
防
火
水
槽
、

消
火
栓
格
納
箱
等
の
補
正
で
す
が
、

財
源
と
し
て
４
割
分
を
成
田
国
際
空

港
周
辺
対
策
補
助
金
を
見
込
ん
で
い

る
、
と
の
説
明
で
す
。
ご
み
集
積
所

設
置
補
助
金
、
合
併
浄
化
槽
設
置
助

成
事
業
で
増
額
補
正
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ご
み
集
積
所
に
つ
い
て
は
、
15
戸

以
上
に
一
ヶ
所
が
原
則
で
あ
り
、
区

長
を
通
じ
て
の
申
請
に
な
り
ま
す
が
、

江
戸
崎
地
方
衛
生
土
木
組
合
、
生
活

環
境
課
、
区
長
の
三
者
で
現
地
確
認

を
行
い
対
応
し
て
い
る
、
と
の
説
明

で
し
た
が
、
高
齢
化
や
集
積
所
ま
で

の
距
離
等
を
勘
案
し
、
柔
軟
な
対
応

を
要
望
す
る
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
１
１
０
号　

平
成
19
年
度
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
は

療
養
費
の
増
額
補
正
と
、
一
般
被
保

険
者
保
険
税
還
付
金
の
増
額
で
す
が
、

過
年
度
分
の
税
の
減
額
が
あ
っ
た
場

合
に
、
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
で
す
。

今
年
度
は
例
年
よ
り
多
か
っ
た
、
と

の
説
明
で
す
。

　

以
上
の
議
案
を
含
め
て
４
議
案
と

も
に
審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
に
よ

り
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。
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常常任任委委員員会会のの審査経過と結果

産
業
建
設
常
任
委
員
会

教
育
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長　

高
野　

貴
世
志　

　

付
託
さ
れ
た
議
案
３
件
に
つ
い
て
、

主
な
審
議
の
経
過
と
結
果
を
報
告
し

ま
す
。

　

議
案
第
１
０
１
号　

稲
敷
市
障
が

い
者
セ
ン
タ
ー
「
ハ
ー
ト
ピ
ア
い
な

し
き
」
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
４
月
か
ら
開
所
す
る
に
当
た
り
、

必
要
と
な
る
施
設
の
設
置
や
管
理
に

関
す
る
条
例
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

議
案
第
１
０
９
号　

平
成
19
年
度

稲
敷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
の
う
ち
、
社
会
福
祉
課
で
は
、

通
所
サ
ー
ビ
ス
利
用
促
進
事
業
の
補

正
は
、
法
改
正
に
伴
う
激
減
緩
和
措

置
と
し
て
、
通
所
施
設
、
授
産
施
設

へ
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
ま
た
地
域
自
立
支

援
協
議
会
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
り
、
法
律
に
よ
り
設
置
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
障
が

い
者
の
方
が
共
に
暮
ら
せ
る
た
め
地

域
づ
く
り
な
ど
、
様
々
な
支
援
と
実

践
的
活
動
を
行
う
組
織
で
す
。
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
児
童
福
祉
課

で
は
、
法
改
正
に
よ
り
３
歳
児
未
満

の
児
童
手
当
が
、
５
千
円
か
ら
１
万

円
に
増
額
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
補

正
で
す
。
ま
た
江
戸
崎
第
１
保
育
所

で
は
、
０
歳
児
保
育
の
受
入
れ
を
す

る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
補
正
で
す
、

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
教
育
総

務
課
で
は
、
継
続
費
の
補
正
と
地
方

債
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
幼
保
一
元

化
施
設
新
築
工
事
に
係
る
も
の
で
、

実
施
設
計
が
５
ヶ
月
間
要
す
る
こ
と
、

ま
た
測
量
調
査
等
の
事
業
費
が
合
併

特
例
債
を
適
用
す
る
こ
と
等
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
学
校
教
育
課
で
は
、

国
か
ら
の
新
規
事
業
に
伴
う
市
内
３

校
分
の
事
業
費
の
計
上
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
新
利
根
幼

稚
園
に
給
食
を
導
入
す
る
た
め
、
現

在
、
関
係
各
課
と
協
議
を
し
て
い
る
、

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
１
１
４
号　

平
成
19
年
度

稲
敷
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て
、
歳
入
で

は
、
介
護
給
付
費
の
支
払
見
込
み
が

１
１
０
０
万
円
減
額
と
な
る
た
め
に
、

国
、
県
の
負
担
分
を
減
額
す
る
。
ま

た
歳
出
で
は
、
保
険
給
付
費
に
過
不

足
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
対
す
る
補

正
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
付
託
さ
れ
た
す
べ

て
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
ま
し
た
。

委
員
長　

埜
口　

正
雄　

 

当
委
員
会
へ
は
、
議
案
12
件
が
付

託
さ
れ
、
12
月
10
日
に
審
査
を
行
い

ま
し
た
。
主
な
議
案
の
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
報
告
し
ま
す
。

　

議
案
第
１
０
２
号
稲
敷
市
水
道
事

業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

で
あ
り
ま
す
。
平
成
20
年
4
月
1
日

に
江
戸
崎
地
区
、
新
利
根
地
区
、
桜

川
地
区
及
び
東
地
区
の
水
道
事
業
を

統
一
す
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
全

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

議
案
第
１
０
３
号
稲
敷
市
給
水
条

例
の
制
定
で
あ
り
ま
す
。
事
業
統
合

に
伴
い
、
水
道
事
業
の
給
水
に
つ
い

て
、
料
金
及
び
給
水
装
置
工
事
の
費

用
負
担
そ
の
他
の
供
給
条
件
並
び
に

給
水
の
適
正
を
保
持
す
る
た
め
必
要

な
事
項
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

議
案
第
１
０
７
号
稲
敷
市
農
業
集

落
排
水
処
理
施
設
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
議
案

第
１
０
８
号
稲
敷
市
下
水
道
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。
下
水
道
料
金
の
基
本
料
金
を
排

除
汚
水
量
、
10
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
、

１
５
０
０
円
に
改
定
し
、
人
数
制
を

採
用
し
て
い
る
江
戸
崎
、
桜
川
、
東

地
区
の
汚
水
を
流
し
た
量
に
応
じ
て

料
金
を
支
払
う
従
量
・
累
進
制
に
改

正
す
る
も
の
で
す
。
条
例
の
施
行
日

は
20
年
4
月
1
日
か
ら
に
な
り
ま
す
。

　

ほ
か
、
8
議
案
に
つ
い
て
も
執
行

部
よ
り
詳
細
な
説
明
を
受
け
、
活
発

な
議
論
を
行
い
審
査
の
結
果
、
全
議

案
全
会
一
致
に
よ
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
閉
会
後
、
江
戸
崎
公
共
下

水
道
江
戸
崎
終
末
処
理
場
の
現
地
視

察
を
行
い
ま
し
た
。



14稲敷市議会だより　第11号

研
修
日
：
10
月
22
日
〜
24
日

視
察
先
：
福
岡
県
北
九
州
市
、

大
分
県
豊
後
高
田
市
、

大
分
県
由
布
市

　

北
九
州
市
で
は
、
門
司
港
地

区
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
、
施

設
見
学
を
行
い
ま
し
た
。
門
司

港
レ
ト
ロ
地
区
に
お
け
る
ま
ち

づ
く
り
事
業
に
つ
い
て
、
市
当

局
か
ら
の
説
明
で
は
、
昭
和
63

年
の
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
に
基

づ
い
て
力
を
入
れ
始
め
、
当
初

は
20
万
人
ほ
ど
の
集
客
が
、
大

河
ド
ラ
マ
「
義
経
」
の
影
響
に

よ
っ
て
年
間
２
０
０
万
人
を
超

え
、
さ
ら
に
観
光
振
興
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
対
岸
の
山

口
県
下
関
市
と
は
、
関
門
海
峡
を

中
心
と
し
た
観
光
振
興
を
推
進
す

る
た
め
、
行
政
の
枠
を
超
え
た
協

同
組
織
を
設
置
し
て
、
統
一
的
な

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
や
観
光

客
誘
致
促
進
等
の
連
絡
協
議
会
を

毎
月
１
回
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

大
分
県
豊
後
高
田
市
で
は
、

「
昭
和
の
町
」
の
ま
ち
づ
く
り
事

業
を
研
修
し
ま
し
た
。
中
心
市
街

地
活
性
化
基
本
計
画
や
都
市
再

生
整
備
計
画
な
ど
、
す
べ
て
の
計

画
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
ま
ち
づ
く
り

交
付
金
を
活
用
し
て
い
る
説
明
を

受
け
ま
し
た
。
成
功
し
た
背
景
に

は
、
①
商
工
会
職
員
、
行
政
職
員
、

店
主
ら
が
9
年
間
議
論
を
重
ね
た

こ
と
②
独
創
的
ア
イ
デ
ア
を
持
っ

た
カ
リ
ス
マ
的
人
物
が
い
た
こ
と

③
市
長
が
元
県
商
工
労
働
部
長

で
、
観
光
振
興
に
精
通
し
て
い
た

こ
と
④
都
市
再
生
整
備
計
画
に
対

し
、
市
長
や
商
工
会
長
が
陣

頭
指
揮
を
取
り
、一
体
的
に

進
ん
だ
こ
と
、
な
ど
の
経
緯

が
あ
っ
た
。「
昭
和
の
町
」

は
、
民
間
的
手
法
を
採
用
し
、

第
３
セ
ク
タ
ー
で
運
営
し
て

お
り
、
売
れ
る
も
の
は
業
務

提
携
す
る
が
、
売
れ
な
い
も

の
は
売
ら
な
い
戦
略
的
観
光

を
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
今

後
は
、
周
辺
の
観
光
地
を
結

ぶ
広
域
観
光
を
目
指
す
、
と

の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

大
分
県
由
布
市
で
は
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行

事
業
」
の
取
組
み
に
つ
い
て

研
修
し
ま
し
た
。
合
併
の
際

に
は
、
重
点
事
業
の
市
内
循

環
バ
ス
運
行
に
対
す
る
導
入

方
針
を
策
定
し
、
平
成
18
年

度
に
は
５
０
０
０
人
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
、
内
２
０
０
０
人
に

つ
い
て
は
65
歳
以
上
の
方
を

無
作
為
に
選
ん
だ
。
ま
た
、
検

討
委
員
会
や
交
通
会
議
を
開

催
し
、
平
成
19
年
1
月
に
は

実
証
運
行
に
至
っ
た
説
明
を

受
け
ま
し
た
。
由
布
市
で
は
、

定
期
便
に
よ
る
週
2
日
の
運

行
で
、
料
金
も
一
律
２
０
０
円

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
祉
バ

ス
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、
さ
ら
に

路
線
バ
ス
を
取
り
入
れ
た
ス

タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
、
中
で

も
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
最
優
先

し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

今
回
の
研
修
成
果
を
市
民

重
視
の
市
政
の
一
助
に
な
れ
る

よ
う
、
い
っ
そ
う
の
充
実
を
図

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 総 務 常 任委員会
 視察研修報告

研
修
日
：
11
月
14
日
〜
15
日

視
察
先
：
神
奈
川
県
横
浜
市
、

静
岡
県
伊
東
市

　

当
委
員
会
で
は
、
11
月
14
日
、

15
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
、
横

浜
市
と
伊
東
市
を
視
察
、
研
修

し
ま
し
た
。

　

横
浜
市
で
は
ゴ
ミ
処
理
施
設

を
見
学
し
ま
し
た
。
各
家
庭
か

ら
出
た
ゴ
ミ
は
、
そ
の
ま
ま
で

は
処
分
に
困
る
ゴ
ミ
の
山
で
す

が
、
分
別
収
集
を
行
う
事
に
よ

り
、
こ
れ
を
資
源
と
し
て
再
利

用
可
能
な
宝
の
山
に
変
え
る

事
が
で
き
、
併
せ
て
ゴ
ミ
の
減

量
化
も
図
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
い
ま
世
界
的
に
問
題
と

な
っ
て
い
る
地
球
温
暖
化
現
象

の
緩
和
に
も
役
立
つ
も
の
で
す
。

こ
の
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
に

は
、
市
民
、
行
政
、
事
業
者
の

協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の

た
め
の
経
費
も
必
要
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
時
間
を
か
け
て

周
知
し
、
徹
底
し
て
分
別
収
集

を
行
う
事
が
で
き
れ
ば
、
ゴ
ミ

の
山
を
資
源
に
変
え
る
事
の
見

返
り
は
経
費
を
大
き
く
上
回
る

も
の
が
あ
る
、
と
の
事
で
し
た
。

当
地
域
に
お
い
て
も
早
期
の
実

現
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

伊
東
市
で
は
、
防
災
シ
ス
テ

ム
を
見
学
し
ま
し
た
。
伊

東
市
は
過
去
の
自
然
災
害

に
対
す
る
苦
い
経
験
か
ら
、

庁
舎
の
移
転
、
新
築
時
に

は
防
災
シ
ス
テ
ム
に
か
な

り
の
予
算
を
計
上
し
た
よ

う
で
す
。

　

災
害
時
の
情
報
収
集
拠

点
と
し
て
、
市
民
の
安
心

で
安
全
な
生
活
を
守
る
た

め
、
当
稲
敷
市
に
お
い
て

も
防
災
シ
ス
テ
ム
の
構
築

は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

の
認
識
を
新
た
に
し
ま
し

た
。
新
庁
舎
建
設
の
折
に
は
、

庁
舎
内
に
是
非
必
要
な
シ
ス

テ
ム
か
と
考
え
ま
す
。

 市民生活常任委員会
 視察研修報告

【資源ゴミの分別回収及び
防災対策について】

【「まちづくり交付金事業」等の
調査研修について】

視 察 研 修 報 告
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平
成
19
年
第
3
回
臨
時
会

が
10
月
12
日
に
開
催
さ
れ
、
執

行
部
提
案
2
議
案
、
議
員
提

案
1
議
案
の
3
議
案
が
上
程

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
議
案

第
1
号
で
は
、
美
浦
村
議
会

選
出
の
林
昌
子
議
員
が
監
査

委
員
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
議

案
第
2
号
に
つ
い
て
は
、
平
成

19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）
で
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
１
７

２
万
4
千
円
を
追
加
す
る
も

の
で
す
。
発
議
第
1
号
に
つ

い
て
は
、
議
会
会
議
規
則
の

改
正
が
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
19
年
第
2
回
定
例
会
が

11
月
30
日
に
開
催
さ
れ
、
議

長
報
告
1
件
及
び
執
行
部
提

案
2
議
案
を
上
程
し
、
そ
れ

ぞ
れ
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
報
告
は
、
閉
会

中
に
議
員
派
遣
を
決
定
し
た

所
要
事
項
の
報
告
で
す
。
議

案
第
1
号
は
、
平
成
18
年
度

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認

定
の
件
に
つ
い
て
、
議
案
第

2
号
は
、
平
成
19
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）
で
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
２
０

１
万
6
千
円
を
追
加
す
る
も

の
で
す
。
一
般
質
問
に
つ
い
て

は
、
平
山
議
員
か
ら
は
、
地

震
災
害
発
生
時
の
ゴ
ミ
処
理

に
つ
い
て
、
関
川
議
員
か
ら

は
、
周
辺
環
境
整
備
に
つ
い
て

行
わ
れ
ま
し
た
。
定
例
議
会

終
了
後
は
、
農
林
水
産
省
振

興
局
整
備
課
か
ら
講
師
を
招

き
、
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
活

用
に
つ
い
て
、
ま
た
交
付
金
制

度
等
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　稲敷地方広域市町村圏事
務組合では、平成 19 年第
２回定例会が 11 月 15 日
に開催され、上程議案は、
条例の一部改正案件が２件、
組合会計歳入歳出決算が３
件、補正予算が２件の全７
案件で、原案のとおり可決
されました。
　また、11月 28日には組
合議会議員による１日視察

研修が行われ、組合施設の
消防署と老人ホームの現地
調査を行いました。今回の
研修では、各施設の管理運
営状況の調査のほか、通信
指令装置や梯子車など組合
の保有する機能を確認しま
した。
　今後は、地域防災の充実
と福祉の向上のため、取り
組んでいきたいと思います。

一 部 事 務

　

龍
ケ
崎
地
方
衛
生
組
合
で
は
、

平
成
19
年
第
２
回
組
合
議
会
定

例
会
が
、
10
月
30
日
に
開
催
さ

れ
、
上
程
議
案
は
３
案
件
で
、

原
案
の
と
お
り
承
認
並
び
に
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
案
第
１
号
は
、
龍
ヶ
崎
地

方
衛
生
組
合
行
政
財
産
使
用
料

徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
で
す
。
第
１
条
中
「
第
２

３
８
条
の
４
第
４
項
」
を
「
第

２
３
８
条
の
４
第
７
項
」
に
改

め
る
も
の
で
す
。
こ
の
案
件
に

つ
い
て
は
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

議
案
第
２
号
は
平
成
18
年
度

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ

い
て
で
す
。
内
容
は
、
歳
入
総

額
11
億
４
３
８
４
万
６
６
０
９

円
に
対
し
、
歳
出
総
額
11
億
２

１
４
５
万
２
７
８
７
円
で
、
歳

入
歳
出
差
引
額
、
２
２
３
９
万

３
８
２
２
円
を
平
成
19
年
度
へ

繰
越
す
る
も
の
で
す
。
採
決
に

当
た
っ
て
は
賛
成
多
数
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
議
案
第
３
号
、
平
成
19

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て
で
す
。
本
案

は
、
人
件
費
の
補
正
で
、
こ
の

案
件
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

報 告組 合
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（ 表　　紙 ）
平成　年　月　日

○○○○○に関する請願（陳情）

　　（請願書の場合）
　　紹介議員

氏名　　　　　㊞

（ 本　　文 ）
○○○○○に関する請願（陳情）

（趣旨）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

平成　年　月　日
稲敷市議会議長　様

請願者（陳情者）住所
　氏名　　　　　㊞

編

集

後

記

編

集

後

記

委

員

長　
　

河　

内 　

喜　

和

副
委
員
長　
　

大　

湖 　

金
四
郎

委　
　

員　
　

根　

本　

 　

保

委　
　

員　
　

柳　

町　

 

政　

広

委　
　

員　
　

平　

山　

 　

寧

委　
　

員　
　

関　

川 　

初　

子

委　
　

員　
　

伊　

藤　
　

 

均

委　
　

員　
　

根　

本　

 

光　

治

　

昨
年
は
老
舗
の
和
菓
子
店
や
、
有

名
ブ
ラ
ン
ド
店
等
々
に
お
け
る
、
食

品
偽
装
問
題
が
相
次
い
で
発
覚
し
、

「
食
」
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
く
ゆ

ら
い
だ
一
年
で
し
た
。
さ
ら
に
政
治

資
金
の
不
透
明
さ
や
、
防
衛
省
を
め

ぐ
る
「
政
」、「
官
」、「
業
」
の
癒
着

…
ま
さ
に
「
偽
」
の
一
年
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。「
偽
」
を
分
解
し
て
み

る
と
、「
人
が
為
す
」
と
書
き
ま
す
。

ま
さ
に
人
の
心
の
為
す
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

今
年
こ
そ
は
、
お
互
い
が
信
じ
合

え
る
「
信
」
の
一
字
、
そ
う
い
う
年

に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

さ
て
、「
議
会
だ
よ
り
」
も
毎
号
、

工
夫
に
工
夫
を
重
ね
、
よ
り
読
み
易

い
紙
面
づ
く
り
に
委
員
一
同
、
努
力

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
市
民
の

皆
様
の
「
知
恵
」
を
借
り
な
が
ら
、

さ
ら
に
親
し
ま
れ
る
広
報
紙
に
成
る

様
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

（
根
本 

記
）

発
行
‥
稲
敷
市
議
会　

編
集
‥
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会　

〒
３
０
０-

０
７
９
２ 

稲
敷
市
結
佐
１
５
４
５　

☎
０
２
９
９-

７
８-

３
３
９
０
（
直
通
）

　市議会は、傍聴できます。

この 12 月議会では、期間中、のべ１８人の市民が

傍聴しました。稲敷市役所東庁舎の２階で受付け

ています。次回の定例会は、３月に開催されます。

詳しい日程については、議会事務局までお問い合

わせ下さい。

☎ ０２９９―７８―３３９０（直通）
FAX ０２９９―７８―３３９６
E-mail：gikai@city.inashiki.lg.jp

みませんかか

傍 聴聴
！！

してして

◆ 

請
願
・
陳
情
に
つ
い
て 

◆

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
希
望
や
意
見
を
、

直
接
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
制
度

と
し
て
請
願
と
陳
情
が
あ
り
、
だ
れ
で

も
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

請
願
（
陳
情
）
書
は
、
書
面
で
の
み

受
け
付
け
ま
す
。
議
会
事
務
局
ま
で

ご
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

紹
介
議
員
が
必
要
な
も
の
を
「
請

願
」、
な
い
も
の
を
「
陳
情
」
と
呼
び
、

受
理
し
た
請
願
や
審
査
対
象
と
な
っ
た

陳
情
の
議
決
結
果
は
、
提
出
者
に
そ

れ
ぞ
れ
通
知
し
ま
す
。

【
請
願
（
陳
情
）
書
の
提
出
方
法
】

1
．
請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
（
願
意
・

理
由
）
は
、
市
議
会
に
対
し
て
何
を

求
め
、
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
で
き

る
だ
け
具
体
的
に
、
ま
た
、
簡
単

明
瞭
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

必
要
に
応
じ
て
図
面
や
そ
の
他
の
資

料
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

2
．
内
容
の
異
な
る
2
つ
以
上
の
事
項

を
請
願
（
陳
情
）
す
る
場
合
は
、別
々

の
請
願
（
陳
情
）
書
と
し
て
く
だ
さ
い
。

3
．
請
願
（
陳
情
）
書
に
は
、
提
出

年
月
日
、請
願
（
陳
情
）
者
の
住
所
・

氏
名
（
法
人
・
任
意
団
体
の
場
合
は
、

そ
の
所
在
地
・
名
称
・
代
表
者
氏
名
）

を
記
載
し
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

4
．
請
願
（
陳
情
）
者
が
複
数
の
場

合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
記
載

し
、
外
何
名
と
し
て
く
だ
さ
い
。

5
．
請
願
書
に
は
、
紹
介
議
員
1
名

以
上
の
署
名
ま
た
は
、
記
名
押
印

が
必
要
で
す
。

6
．
請
願
（
陳
情
）
書
は
、
原
則
と
し

て
Ａ
４
判
の
用
紙
に
横
書
き
と
し
、

正
本
1
部
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
請
願
書
・
陳
情
書
に
つ
い
て
不
明

な
点
は
、
市
議
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7
．
受
付
は
、
市
議
会
事
務
局
に
て

随
時
受
理
し
て
い
ま
す
が
、
原
則
と

し
て
毎
定
例
会
（
3
月
・
6
月
・

9
月
・
12
月
）
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
も
の
が
、
そ
の
定
例
会
の
取
り
扱

い
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
に
提
出

さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
定
例
会
に
付

議
さ
れ
ま
す
。


